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オホーツク管内における感染防止対策の取組について

○ １月中旬以降、感染者数が急激に増加

○ 新規感染者数（月累計）

【管内の感染状況（２月14日現在）】

１２月 １月 ２月※

７人 ７３９人 ８３７人

○ 飲食を伴う会合、大学野球部寮、医療機関、

高齢者施設 など複数の集団感染事例が発生

管内新規感染者数／日(～2/14)

１

※14日現在

【広報啓発の実施】

・流氷観光客などに向けた啓発ポスターを
観光施設、道の駅、交通拠点などに掲示し、

関係団体と連携を図りながら、注意喚起を実施
・忘年会時期、年末年始・新年会など、

時季に応じた注意喚起の継続
・感染の急拡大、まん延防止等重点措置の適用を受け

緊急メッセージを発信（１月17日、１月28日）

・記者懇談会や報道発表により積極的な報道を呼び掛け

振興局作成広報

資料５



【第三者認証制度の周知】

・市町村、商工団体等と連携した認証取得の働きかけ
（通知文、地方紙広告掲載、各種会報など）

・広報啓発において認証店利用を呼びかけ
・申請店への現地調査の実施
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※テイクアウトやデリバリー型店舗等は対象外です。※申請書の提出は対象店舗ごとになります。

第三者認証制度の申請はお済みですか？
その先の、道へ北海道
Hokkaido.Expanding Horizons

道内で飲食業の営業許可を受けている事業者

（北海道飲食店感染防止対策認証制度）
原則、認証を取得していないと、営業時間や、酒類の提供などに関しての制限緩和を受けられなくなります。

詳しくは下記の認証制
度HPにアクセス

オホーツク管内の
飲食店の皆さまへ

飲食店における感染防止対策の実効性を高めるために、飲
食店が取り組む感染防止対策について、道が認証する制度
です。

第三者認証制度について

対象者

第三者認証制度コールセンター問い合わせ先 0570-783-816 受付時間 平日9:00～18:00

取得のメリット

認証基準

感染防止対策のための基準を満
たすことが必要です。詳しくは
認証制度HPをご覧ください。

申請方法

専用HPから電子申請が可能です。
そのほか、郵送でも受け付けて
います。

申請はこちらから

第三者
認証制度
との

同時申請が
出来ます。

飲食店が利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確
認することにより、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において
課される行動制限を緩和する制度です。

「ワクチン・検査パッケージ制度」について 詳しくはこちらから

感染拡大の傾向が見られる際に、

営業時間や酒類提供に
係る制限が緩和

ワクチン・検査パッケージ制度の適用
により、行動制限要請時に１テーブル

４人までという利用者の人数制限が
緩和

店舗における感染拡大の
リスク低減

感染防止対策への取組を
アピール（道のホームページで

も認証店舗を公表）

地方紙掲載(1/23)

【保健所支援】

・管内３保健所への振興局職員の応援派遣を強化し、延べ１９６人※を派遣（※１/15～）

データ入力などのほか、患者搬送や物品配送に従事

・管内市町村から、保健師等の応援派遣

【宿泊療養施設の増設】

・北見市内に約１００名の受入が可能な宿泊療養施設を増設

・１月21日から運用開始し、受入可能者数を拡充

オホーツク管内における感染防止対策の取組について 資料５


